








院外処方箋について
お知らせとお願い

院外処方箋の流れ

医師が処方箋を作成します。 

会計支払い後、処方箋をお受け取り下さい。

処方箋を提出し、お薬をお受け取り下さい。 

（お薬代は薬局で支払いとなります。 

処方箋の有効期間は交付日を含めて 4日間です。）

診察 

会計窓口 

調剤薬局 

（保険薬局） 

平成26年5月19日

県北医療センター高萩協同病院　院長

※院外処方箋について、ご不明な点は薬剤部窓口までお問い合わせ下さい。

当院では、厚生労働省の指導による「医薬分業」を

平成 26 年 5 月 19 日 より外来患者さんのお薬は院外処方

といたしました。

　これは、医師が治療に必要な薬を処方箋で指示し、調剤

薬局（保険薬局）で薬剤師がその処方箋をもとに調剤して、

患者さんにお渡しする方式です。院外処方について、

ご理解とご協力をお願い申し上げます。
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